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第７回農業委員会（総会） 

 令 和 ６ 年 １ 月 １ ０ 日 

 午  後  １時３０分から 

 市 役 所  行 政 委 員 会 室 

第  １    会議録署名委員の指名 

 

第    ２    報告第１号 

農地法第４条第１項第７号の規定による届出の報告について（報告）… １件 

 

第    ３    報告第２号 

農地法第５条第１項第６号の規定による届出の報告について（報告）… ６件 

 

第    ４    報告第３号 

農地利用変更届出について（報告）                 … １件 

 

第    ５    議 第１号 

農地法第３条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて  

提案説明、案件に対する質疑、採決               … ７件 

 

第    ６    議 第２号 

農地法第４条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて 

提案説明、案件に対する質疑、採決                … ２件 

 

第    ７    議 第３号 

農地法第５条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて 

提案説明、案件に対する質疑、採決                … ３件 

 

第  ８  議 第４号 

土地改良事業参加資格者交替の申出につき、承認を求めることについて 

提案説明、案件に対する質疑、採決                … １件 

 

第  ９   議 第５号 

農用地利用集積計画（案）の決定につき、意見聴取することについて 

提案説明、案件に対する質疑、採決                … １件 
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1.農業委員 
      

・会議に出席した委員 
      

 

 １番 
 
奥村 厚夫 ２番 

 
我孫子 利和 ３番  杉江 善博 

 

４番  井 司 ５番  中島 春樹 ６番  中瀬 康夫 

 

７番  井 修 ８番  田中 実 ９番  田中 治嗣 

 
１０番  田中 之 １１番  中島 健一 １２番  木下 弥生 

 
１３番  奥村 次一 １４番  堀  裕子    

 

         

２.農地利用最適化推進委員                                                    

・会議に出席した委員                                                     

 
１番   善一 ２番  田村 茂 ３番  中野 孝彦 

 
４番  山本 光作 ５番  佐山 末男 ６番  山岡 康一 

 
８番  山元 憲司 ９番  岡 正春 １０番  一浦 秀樹 

 
         

３.事務局 

・会議に出席した職員                                                     

 事務局長  相井 義博  参事 
 
服部 英亜  主任   宇野 耀 

 農林水産課         

    課長  田中 昌高   山元 一子    
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事務局長 

 

総会の開会に先立ちまして、元旦の１６時１０分に発生した令和６年度能

登半島地震は、震度７を観測し、建物倒壊などによる直接死は、２００人超

え、安否不明も約１００人にとなり、国は「激甚災害指定」をする見込みに

なっているとのことです。未だ安否不明な方も多い中ではございますが、ま

ずもって尊い命をなくされた方々のご冥福をお祈りし、哀悼の意を表すため

に、黙祷を捧げたいと存じます。ご起立をお願いします。 

 

 （黙とう） 

 

事務局長 

 

黙祷を終わります。ご着席ください。 

事務局長 

 

改めまして、明けまして、今年もよろしくお願いいたします。今年の干支

は、「甲辰」で意味を調べますと、「甲」は、物事の始まりを意味し、草木さ

が成長し、勢いを増す様を表す、とのことだそうです。 

また、「辰」は、ご存じのとおり龍のことで、龍は神の使いで、勢いもよく、

活気にあふれるという意味とのことです。このことから「甲辰は、上昇し、

勢いを増し、ぐんぐんと成長していく年になると言われております。農地・

農村にかかる問題は、久しく困難を極めるところでございますが、上昇気流

に乗れるよう、委員各位の熱意と、行動力でもって本市の農業施策が推進す

るよう、ご尽力賜りますよう、お願い申し上げます。 

本日も、議事にかかる図面確認は、タブレット端末を活用いたします。当

面は、紙媒体と併用しますが、可能なら、令和６年４月より、主に端末を利

用した図面確認に移行したいと考えておりますので、委員各位における端末

操作の習得をお願いいたします。 

移行期間については、議事説明と併せ、担当より端末操作の説明も行いま

すので、操作が不明な場合は、都度、挙手をいただき、お尋ねいただきます

よう、お願いいたします。 

 

事務局長 

 

では、定刻となりましたので、只今から第７回草津市農業委員会総会を開

催いたします。 

当面、感染症対策として適宜、換気のため窓・扉の開放を行いますこと、

ご了承願います。 

そして、会議途中に、体調がすぐれず、発熱の疑いがある場合、無理せず、

お申し出いただきますよう、併せてお願いいたします。 

本日、議席番号２番 我孫子利和委員が遅れて出席されます。現時点で出

席委員は１４名中１３名で定足数に達し、総会が成立しておりますことを御

報告いたします。 



4 

 

また、本日は傍聴の方はおられません。 

なお、議案説明については、個人情報の関係から個人が特定されない表現

で説明等を行いますので、御了承願います。本日は、協議報告事項が終了し

ましたら、最終の「タブレット端末操作研修」を予定しております。 

本日も長時間となりますことから、円滑な審議にご協力いただきますよう、

お願い申し上げます。 

 

事務局長 では、農業委員会憲章の唱和を行いますので、ご起立願います。 

私が、前文を私が読んだ後、「一、農業委員会は」と申し上ますので、続く

文書の唱和をお願いします。 

 

 （農業委員会憲章の唱和） 

 

事務局長 

 

ありがとうございました。それでは、中瀬会長よろしくお願いいたします。 

 

会長 

 

みなさまお疲れ様でございます。明けまして今年もよろしくお願いいたし

ます。冒頭局長からありましたように、１月１日能登半島地震が発生いたし

ました。また、１月２日には、東京の羽田空港で日航ジャンボ機と海上保安

庁の飛行機との衝突事故がありました。 

亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。 

さて、草津市農業委員会の今年度の活動でございますが、市内の地域農業

の振興という大きな目標がございますけれども、今年は地域計画の策定、ま

た見直しということについて農業委員会も関わっていくことになりますの

で、みなさまよろしくお願いいたします。 

 

会長 

 

ただいまから、第７回草津市農業委員会総会を開会します。 

本日の議事日程は、予め、お手元に配布いたした通りであります。 

 

会長 

 

それでは、これより日程に入ります。日程第１会議録署名委員の指名を行

います。会議録署名委員は、会議規則第１８条第２項の規定により、議席番

号１番 奥村厚夫委員、議席番号 8 番 田中実委員、以上の両人を指名いた

します。 

 

会長 

 

 

次に、日程第２報告第１号「農地法第４条第１項第７号の規定による届出

の報告について」番号１番の案件を議題とし、事務局より、報告事項の朗読

と説明を願います。 
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事務局 

 

 

報告第１号農地法第４条第１項第７号の規定による届出について説明いた

します。 

この届出は、市街化区域内の自己使用目的に伴う転用です。 

今月の届出は、１件です。議案書は、２ページでございます。 

 

番号１番は、草津市内に住所を有する届出人が駐車場・庭として、届出人

が共有する下笠町地先の地目田、現況宅地１筆２１９㎡を転用されようとす

るものです。 

届出地は、農地法の不知から、約１０年前より住宅の駐車場・庭として利

用されており、今回顛末書を添付のうえ届出がなされました。 

顛末案件であるため造成工事等はございません。 

雨水排水は、宅地の雨水桝を通じて、前面道路へ放流されます。 

隣接地は、宅地・水路・地目田、現況宅地であり、隣地承諾が必要な農地

はございません。 

 

なお、本届出につきましては、「農地法関係事務処理にかかる処理基準」第

６の３の（２）の届出を受理しない場合に該当しないため、受理については

問題ないものとし、番号１番は１２月２２日付にて専決規定に基づき、局長

専決により受理しております。 

 

会長 

 

以上で事務局の説明が終わりました。 

発言のある方は、挙手、そして議席番号と氏名を名乗った上で、ご発言い

ただきますよう、お願いします。 

 

 （質問・意見なし） 

 

会長 

 

発言が無いようですので、報告第１号を終わります。 

会長 

 

次に、日程第３報告第２号「農地法第５条第１項第６号の規定による届出

の報告について」番号１番から６番までの案件を議題とし、事務局より報告

事項の朗読と説明を願います。 

 

事務局 

 

 

報告第２号農地法第５条第１項第６号の規定による届出について説明いた

します。 

この届出は、市街化区域内の農地の売買、贈与、賃貸借、使用貸借等の権

利移転または権利設定に伴う転用です。 

 



6 

 

今月の届出は、６件です。 

議案書は、３ページから８ページでございます。 

 

番号１番は、矢橋町地先に事業所を有する不動産業者である譲受人が露天

駐車場として、譲渡人が共有で所有する追分一丁目地先の田２筆１,０１０㎡

を売買にて取得し、転用されようとするものです。 

届出地は、隣接地であり、譲受人の所有地と一体的に利用するため、２０

ｃｍ程度の盛土を行われます。 

雨水排水は、基本浸透式で、余剰水は敷地に勾配を付け、北西の水路へ放

流されます。 

隣接地は、雑種地・里道・水路・田であり、農地の所有者からは隣地承諾

を得られております。 

 

番号２番は、野路七丁目に住所を有する借受人が、住宅とするため、貸渡

人が所有する野路四丁目地先の地目田、現況畑１筆３９ｍを使用貸借にて借

受け、転用されようとするものです。 

借受人と貸受人の間柄は、親子です。 

届出地は、隣接地の宅地併せて２３５㎡の敷地に住宅を新築される計画で

す。 

申請地は、畑地であり、地ならし程度の造成を行われます。 

雨水排水は、東側の雨水桝から道路側溝へ放流されます。 

隣接地は、道路・宅地・畑であり、畑の所有者は申請人であるため隣地承

諾が必要な農地はございません。 

 

番号３番は、渋川一丁目に事業所を有する不動産業者である譲受人が分譲

住宅として、譲渡人２名が各々に所有する、野路七丁目地先の田６筆計２,０

０５.９８㎡を売買にて取得し、転用されようとするものです。 

届出地は、東側の道路高に合わせるよう、最大６０ｃｍ程度の盛土を行わ

れます。 

土留工として、東側はブロックを、西側と南側には、擁壁を設置されます。 

雨水排水は、敷地内に新設する道路側溝から北東市道の側溝に放流されま

す。 

隣接地は、田・宅地・道路であり、農地の所有者からは隣地承諾を得られ

ております。 

 

番号４番は、矢橋町に事業所を有する不動産業者である譲受人が露天資材

置場として、譲受人２名が、単独及び共有で所有する矢橋町地先の畑２筆計
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１６６㎡を売買にて取得し、転用されようとするものです。 

届出地は、北側の道路高と合わせるよう１５ｃｍ程度の盛土を行われます。 

雨水排水は、浸透式とし、敷地勾配を市道に向けてつけ、余剰水は市道側

溝へ放流されます 

隣接地は、畑・道路・宅地であり、畑の所有者は申請人であることから、

隣地承諾が必要な農地はございません。 

 

番号５番は、上笠四丁目地先に事業所を有する、不動産業者である譲受人

が分譲住宅として、譲渡人が所有する矢橋町地先の畑２筆計１,２４３㎡を交

換にて取得し、転用されようとするものです。 

分譲住宅として、この後説明する、番号６番と併せて一体的に２０ｃｍ程

度の盛土を行われます。 

土留工として、敷地西側に擁壁を設置されます。 

雨水排水は、届出地内に新設する道路側溝から、調整池に放流され、そこ

から北側道路側溝へ放流されます。 

隣接地は、畑・雑種地・宅地であり、農地については転用届出済みの為隣

地承諾が必要な農地はございません。 

 

番号６番は、番号５番と同一の譲受人が分譲住宅として、譲渡人１２名が

各々所有する矢橋町地先の畑１７筆計４６３３㎡を売買にて取得し、転用さ

れようとするものです。 

造成、雨水排水計画は、番号５番と同様であります。 

隣接地は、里道・畑・雑種地・道路・宅地であり、畑の所有者は申請人で

あることから、隣地承諾が必要な農地はございません。 

 

最後に、本届出については、「農地法関係事務処理にかかる処理基準」第６

の３の(2)の届出を受理しない場合に該当しないため、受理については問題な

いものとし、番号１番、４番、５番、６番は、１２月１８日付、番号２番は、

１１月２９日付、番号３番は１２月７日付にて専決規定に基づき、局長専決

により受理しております。 

 

会長 

 

以上で事務局の説明が終わりました。 

発言のある方は、挙手、そして議席番号と氏名を名乗った上で、ご発言い

ただきますよう、お願いします。 

 

 （質問・意見なし） 

 



8 

 

会長 

 

発言が無いようですので、報告第２号を終わります。 

 

会長 

 

次に、日程第４報告第３号「農地変更届出について」番号１番の案件を議

題とし、事務局より、報告事項の朗読と説明を願います。 

 

事務局 

 

 

報告第３号農地変更届出について説明いたします。 

この届出は、田から畑へと利用形態および地目を変更されようとするもの

です。 

今月の届出は、１件です。議案書は９ページをご覧ください。 

 

番号１番は、届出人たる、本人が所有する南山田町地先の地目田、現況畑

１筆１７３㎡について農地変更届を提出されました。 

届出地は、現状畑として既に利用されているため、地目を現況に合わせる

ように届出されているものです。 

隣接地は、田・宅地・道路・水路であり、農地の所有者は申請人であり、

隣地承諾が必要な農地はございません。畑では、白菜、キャベツ、トマトな

どを栽培されます。 

 

以上１件、添付書類等を確認いたしましたが、不備等はありませんでした

ので、番号１番は、１２月５日付けにて受理しております。 

 

会長 

 

以上で事務局の説明が終わりました。 

発言のある方は、挙手、そして議席番号と氏名を名乗った上で、ご発言い

ただきますよう、お願いします。 

 

 （質問・意見なし） 

 

会長 

 

発言が無いようですので、報告第３号を終わります。 

 

会長 

 

次に、日程第５議第１号「農地法第３条第１項の規定による申請に対し、

許可をすることについて」番号１番から７番までの案件を議題とし、事務局

から議案の朗読と説明を願います。 

 

事務局 

 

 

議第１号農地法第３条第１項の規定による許可について説明します。 

この申請は、農地の権利移転・権利設定にかかる申請です 

 

今月の申請は、７件です。議案書は、１０ページから１２ページです。 
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番号１番と番号２番は、交換にかかる案件であることから、まとめて説明

させていただきます。 

番号１番は、馬場町に住所を有する譲受人が、譲渡人所有の馬場町地先の

田２筆計４５２㎡を交換にて取得されようとするものです。 

また、番号２番は、馬場町に住所を有する譲受人が、譲渡人所有の馬場町

地先の田１筆４４２㎡を交換にて取得されようとするものです。 

両案件とも、実施予定である馬場山寺地区基盤整備事業に伴い、田を集約

する意向から交換を行われるものです。 

栽培計画については、水稲を栽培される計画です。 

また、農地法第３条第２項に定める各要件についてですが、第１号の全部

効率利用要件については、営農計画を確認したところ、取得後においても効

率的に利用、耕作されるものと判断しております。 

第２号の法人要件については、譲受人は個人のため、該当いたしません。 

第４号の農作業常時従事要件については、取得後においても耕作に従事で

きると認められます。 

第６号の地域調和要件については、お住まいの地区であり、生産組合長か

らも同意をいただいていることから、問題ございません。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号の許可要件は全て満たしており

ます。 

 

番号３番は、草津町に住所を有し、定款に幼児教育を掲げるＮＰＯ法人た

る借受人が、貸渡人が所有する西矢倉二丁目地先の田２筆計６２７㎡を使用

貸借にて借受けようとするものです。 

申請地は、耕作不便な田であり、昨年度までは、利用権設定が行われてお

りましたが今般返却されました。 

所有者は、営農を行っておらず、今後の土地利用について困っていたとこ

ろ、借受人から申請地の利用について打診があり、話がまとまったため本申

請をなされました。 

借受人は、幼児教育を行うＮＰＯ法人であり、貸渡人のご厚意により、教

育の一環として、申請地を無償で借り受け、学習畑（農学）として利用され

る意向です。 

栽培計画については、サツマイモを作付される予定です。 

また、農地法第３条第２項に定める各要件についてですが、第１号の全部

効率利用要件については、営農計画を確認したところ、借受後においても効

率的に利用、耕作されるものと判断しております。 

第２号の法人要件については、農地法第３条第２項第２号にて、教育、医
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療又は社会福祉事業を行うことを目的として設立された学校法人、医療法人、

社会福祉法人、その他の営利を目的としない法人については農地の取得、権

利設定が認められており、問題ありません。 

第４号の農作業常時従事要件については、取得後においても耕作に従事で

きると認められます。 

第６号の地域調和要件については、生産組合長から同意をいただいている

ことから問題ございません。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号の許可要件は全て満たしており

ます。 

 

番号４番は、笠山六丁目に住所を有する譲受人が譲渡人の所有する、矢橋

町地先の畑１筆６００㎡を売買にて取得されようとするものです。 

譲渡人は、以前より農地の売却を希望されており、近隣で耕作を行ってい

た譲受人に相談したところ、別途、転用により農地の代替地を探していた譲

受人との間で売買の話がまとまったため、本申請が行われました。栽培計画

については、露地野菜を作付される予定です。 

また、農地法第３条第２項に定める各要件についてですが、第１号の全部

効率利用要件については、現在所有する農地について全て耕作されており、

取得後においても効率的に利用、耕作されるものと判断しております。 

第２号の法人要件については、譲受人は個人のため、該当いたしません。 

第４号の農作業常時従事要件については、取得後においても耕作に従事で

きると認められます。 

第６号の地域調和要件については、生産組合長から同意を得ており、問題

ございません。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号の許可要件は全て満たしており

ます。 

 

番号５番は、北山田町に住所を有する譲受人が譲渡人の所有する、北山田

町地先の田１筆２,３６８㎡、木川町の田３筆６,１３０㎡、計８,４９８㎡を贈

与にて取得されようとするものです。 

譲渡人は、高齢であることから、近年は同居の息子さんが耕作を行ってお

られましたが、持病の悪化に伴い、継続して営農を行うことが困難になった

ため、同じ町内の専業農家である、譲受人へ贈与にて権利移転をするべく、

本申請がなされました。 

栽培計画については、水稲を作付される予定です。 

また、農地法第３条第２項に定める各要件についてですが、第１号の全部

効率利用要件については、現在所有する農地について全て耕作されており、
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取得後においても効率的に利用、耕作されるものと判断しております。 

第２号の法人要件については、譲受人は個人のため、該当いたしません。 

第４号の農作業常時従事要件については、取得後においても耕作に従事で

きると認められます。 

第６号の地域調和要件については、お住まいの地域であり問題ございませ

ん。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号の許可要件は全て満たしており

ます。 

 

番号６番は、北山田町に住所を有する譲受人が譲渡人の所有する、北山田

町地先の地目田、現況畑４筆計３２４.３４㎡を売買にて取得されようとする

ものです。 

譲受人は、後段で説明いたします議第３号農地法第５条許可の３番におい

て、住宅として転用申請される宅地３２９.０３㎡を差し引いた残地を家庭菜

園用の農地として利用するため、取得されるものです。 

隣接地で住宅を建築する譲受人が、家庭菜園として、営農されることを希

望されたことから、農地の状態で売買されることになりました。 

栽培計画については、水菜、大根、ほうれん草などを作付される予定です。 

また、農地法第３条第２項に定める各要件についてですが、第１号の全部

効率利用要件については、営農計画を確認したところ、取得後においても効

率的に利用、耕作されるものと判断しております。 

第２号の法人要件については、譲受人は個人のため、該当いたしません。 

第４号の農作業常時従事要件については、取得後においても耕作に従事で

きると認められます。 

第６号の地域調和要件については、お住まいの地区であり、生産組合長か

らも同意をいただいていることから、問題ございません。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号の許可要件は全て満たしており

ます。 

最後に、申請地については、過去に譲渡人が耕作目的で取得されたのち、

水道管工事の資材置場として一時転用許可を受け、造成されておりました。

現地を確認したところ、畝を立てていつでも耕作できるような状態になって

いたことから、今回の申請は問題ないものとして、事務局では判断いたしま

した。 

番号７番は、大津市に住所を有する譲受人が、譲渡人４名が各々所有する、

御倉町地先の田４筆４,１５０㎡を売買にて取得されようとするものです。 

譲渡人は、これまで利用権設定にて、他の農業者に耕作をお願いされてい

ましたが返却されることになり、自ら耕作する予定もないため、近隣で耕作
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されている譲受人との話し合いの結果、売買にて所有権を移転されることに

なりました。 

栽培計画については、水稲を作付される予定です。 

また、農地法第３条第２項に定める各要件についてですが、第１号の全部

効率利用要件については、現在所有する農地について全て耕作されており、

取得後においても効率的に利用、耕作されるものと判断しております。 

第２号の法人要件については、譲受人は個人のため、該当いたしません。 

第４号の農作業常時従事要件については、取得後においても耕作に従事で

きると認められます。 

第６号の地域調和要件については、現在も御倉町地先で耕作されているこ

とから問題ございません。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号の許可要件は全て満たしており

ます。 

 

以上、許可申請７件につきまして、添付書類等を確認いたしましたが、不

備等はないものと考えますので、ご審議賜りますようよろしくお願いいたし

ます。 

 

会長 

 

以上で事務局の説明が終りました。 

ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員から現地調査の結果な

らびに補足説明をお願いします。番号１番と２番の案件につきましては、議

席番号１番委員お願いします。 

 

１番 

 

 

１番と２番の案件につきましては、事務局から説明がありましたとおりで

あります。何も問題はございません。よろしくお願いいたします。 

会長 

 

番号３番の案件につきましては、議席番号２番委員お願いします。 

 

２番 

 

 

さきほど事務局から説明がありましたとおり、子供たちの学習田というこ

とで使用されるとのことであります。特に問題はないと考えますのでご審議

よろしくお願いいたします。 

 

会長 

 

番号４番の案件につきましては、議席番号４番委員お願いします。 

 

４番 

 

 

４番推進委員と現地確認を行いました。畑の一角であります。南側は田、

西側・北側は畑であります。譲受人は畑をやられるということです。事務局

から説明がありましたとおりです。周囲へ問題になるようなことも特にあり
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ません。よろしくお願いいたします。 

 

会長 

 

番号５番と６番の案件につきましては、議席番号５番委員お願いします。 

 

５番 

 

 

５番と６番の案件につきまして、現地確認をいたしました。問題等は特に

ありません。よろしくお願いいたします。 

 

会長 

 

番号７番の案件につきましては、議席番号６番の私が説明いたします。 

 

６番 

 

 

事務局から説明がありましたとおりです。１２月７日（日）１０時から、

６番推進委員委員と現地確認をおこないました。問題はないと考えます。よ

ろしくお願いいたします。 

 

会長 

 

ありがとうございました。これより、質疑に入ります。 

ただいまの、事務局及び地区担当委員からの説明について、発言のある方

は、挙手、そして議席番号と氏名を名乗った上で、ご発言いただきますよう

お願いします。 

 

 （質問・意見なし） 

 

会長 

 

無いようでありますので、質疑を終結します。 

採決に入ります。 

ただいま議題となっております議第１号「農地法第３条第１項の規定によ

る申請に対し、許可をすることについて」番号１番から７番までの案件を原

案のとおり決定することに、賛成の方は挙手をお願いします。 

 

  （挙手全員） 

 

会長 

 

挙手全員であります。 

よって、議第１号「農地法第３条第１項の規定による申請に対し、 許可

をすることについて」番号１番から７番までの案件を原案のと おり決定いた

しました。 

 

会長 

 

次に、日程第６議第２号「農地法第４条第１項の規定による申請に対し、

許可をすることについて」番号１番と２番の案件を議題とし、 事務局から議

案の朗読と説明を願います。 
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事務局 

 

 

議第２号農地法第４条第１項の規定による申請について説明させていただ

きます。 

この申請は、市街化調整区域内の自己使用目的に伴う転用です。 

今月の申請は、２件です。議案書は、１３ページです。 

 

番号１番は、住宅用地として、申請人が所有する、新堂町地先の地目畑、

現況宅地１筆、２７４㎡を転用されようとするものです。 

申請地は、昭和３２年ごろに申請人の父が住宅を建築した際に、住宅敷地

の一部として利用され、今日に至ります。 

申請人は、令和５年に申請地を相続されましたが、農地転用許可を得てい

なかったことが、今回、発覚したため、顛末書を添付の上で申請がなされま

した。 

顛末案件であるため、新たな造成工事はございません。雨水排水について

は、浸透式で対応されます。 

隣接地は、宅地・道路であり、隣地承諾が必要な農地はございません。 

農地区分については、当該農地は農業振興地域の白地であり、農業公共投

資の対象となっていない１０ｈａ未満の小集団の生産性の低い農地で、市街

化が見込まれる第２種農地と判断されます。また、当該農地以外に第３種農

地での事業が困難でありますことから、許可することはやむを得ないものと

判断されます。 

一般基準については、顛末案件であることから事業の目的が確実に果たさ

れると判断されます。 

 

番号２番は、自己用住宅として、申請人が所有する、志那町地先の地目畑、 

現況宅地１筆、１２８㎡を転用されようとするものです。 

申請地は、昭和５２年ごろに相続にて取得され、今般、所有地の整理を進

めるにあたり、土地調査を行ったところ、農地転用許可を得ていないことが

発覚したため、顛末書を添付のうえ申請がなされました。 

顛末案件であるため、新たな造成工事はございません。雨水排水について

は、浸透式で対応されます。 

隣接地は、宅地・用悪水路であり、隣地承諾が必要な農地はございません。 

農地区分については、当該農地は農業振興地域の白地であり、農業公共投

資の対象となっていない１０ｈａ未満の小集団の生産性の低い農地で、市街

化が見込まれる第２種農地と判断されます。また、当該農地以外に第３種農

地での事業が困難でありますことから、許可することはやむを得ないものと

判断されます。 

一般基準については、顛末案件であることから事業の目的が確実に果たさ
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れると判断されます。 

 

以上、２件、添付書類等確認いたしましたが、不備等はないものと考えま

すので、御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

会長 

 

以上で事務局の説明が終りました。 

ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員から現地調査の結果な

らびに補足説明をお願いします。番号１番の案件につきましては、議席番号

７番委員お願いします。 

 

７番 

 

 

事務局から説明がありましたとおりでございます。顛末案件でございます。

何の問題もございません。１２月２５日に現地確認を行いました。よろしく

お願いいたします。 

 

会長 

 

番号２番の案件につきましては、議席番号１０番委員お願いします。 

 

１０番 

 

 

１２月１２日、１０番推進委員と現地確認を行いました。事務局から説明

があったとおりでございます。顛末案件でございます。問題等は特にござい

ません。よろしくお願いします。 

 

会長 

 

ありがとうございました。これより、質疑に入ります。 

ただいまの、事務局及び地区担当委員からの説明について、発言のある方

は、挙手、そして議席番号と氏名を名乗った上でご発言いただきますよう、

お願いします。 

 

 （質問・意見なし） 

 

会長 

 

無いようでありますので、質疑を終結します。 

採決に入ります。 

ただいま議題となっております議第２号「農地法第４条第１項の規定によ

る申請に対し、許可をすることについて」番号１番と２番の案件を原案のと

おり決定することに、賛成の方は挙手をお願いします。 

 

 (挙手全員)  

 

会長 

 

挙手全員であります。 

よって、議第２号「農地法第４条第１項の規定による申請に対し、 許可
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をすることについて」番号１番と２番の案件は原案のとおり決定いたしまし

た。 

 

会長 

 

次に、日程第７議第３号「農地法第５条第１項の規定による申請に対し、

許可をすることについて」番号１番から３番までの案件を議題とし、事務局

から議案の朗読と説明を願います。 

 

事務局 

 

 

議第３号農地法第５条第１項の規定による申請について説明させていただ

きます。 

この申請は、市街化調整区域内の農地の売買、贈与、賃貸借、使用貸借等

の権利移転または権利設定に伴う転用です。 

 

今月の申請は、３件でございます。 

議案書は、１４ページから１５ページです。 

 

番号１番は、守山市に住所を有する譲受人が自己用住宅の建築を目的とし

て、譲渡人の所有する矢橋町地先の田２筆、計１２１㎡を売買にて取得し、

転用されようとするものです。 

現在、譲受人は、守山市内で仮住まいをされておりますが、子供の誕生に

伴い手狭になってきたことから、実家の隣接地である申請地を住宅適地と判

断し、本申請をなされました。 

北側隣接の、父親所有地と一体的に利用されることから、７０ｃｍ程度の

盛土工を行われます。 

申請地南側と西側の一部に土留め工として擁壁を設置されます。 

雨水排水は、敷地勾配をつけ、東側に新設するＵ字溝から北側の雨水桝へ

放流し、北側道路側溝へ放流されます。 

隣接地は、田・宅地であり、農地の所有者からは申請人であることから、

隣地同意が必要な農地はございません。 

農地区分については、当該農地は農業振興地域外の農地であり、農業公共

投資の対象となっていない１０ｈａ未満の小集団の生産性の低い農地で、市

街化が見込まれる第２種農地と判断されます。また、当該農地以外に第３種

農地での事業が困難でありますことから、許可することはやむを得ないもの

と判断されます。 

一般基準については、工事見積書、融資証明書の添付があり事業の目的が

確実に果たされると判断されます。 

よって、本議案を許可することについては、農地法第５条第２項に該当し

ないことから許可相当と考えます。 
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番号２番は、穴村町で電気工事業を営む事業者である譲受人が、露天駐車

場および露天資材置場を目的として、譲渡人が所有する川原町地先の田２筆 

３,３５６㎡を売買にて取得し、転用されようとするものです。 

譲受人は、穴村町地先で電気工事、設備の施工管理等を行う事業者であり

ます。 

会社の設立当初は、一般個人住宅等の電気工事などを請け負っておられま

したが、事業規模を拡大され、現在では大型店舗や公共建築の電気工事を行

うようになり、従業員の増員、工事個所等の増加により、資材置場や駐車場

の確保を急務とされており、事業所より近傍の申請地を適地と判断し、本申

請をなされました。 

申請地は、南東の道路高に合わせるように、約５０ｃｍ程度の盛土を行わ

れます。 

今回の造成工事で高低差が生じる箇所はないことから、土留め工等はなさ

れません。 

雨水排水については、敷地内の四か所に新設する雨水桝から、道路側溝お

よび水路へ放流されます。 

農地区分についてですが、当該農地は、農業振興地域の白地であり申請地

からおおむね５００ｍ以内に新堂中学校、笠縫東こども園があることから、

公益的施設の整備状況が一定程度に達している第３種農地と判断されます。 

また、第３種農地での農地転用申請については、原則許可することとなっ

ております。 

一般基準については、工事見積書・残高証明書の添付があり事業の目的が

確実に果たされると判断されます。 

よって、本議案を許可することについては、農地法第５条第２項に該当し

ないことから許可相当と考えます。 

 

番号３番は、議第１号農地法第３条申請６番で取得される農地の隣接地に

あたります。 

北山田町に住所を有する譲受人が専用住宅の建築を目的として、譲渡人の

所有する北山田町地先の地目田、現況畑３筆計３２９.０３㎡を売買にて取得

し転用されようとするものです。 

譲受人は、実家に譲受人の妻と子供を含めて同居されておりますが、手狭

になってきたため、実家の近傍である申請地を住宅適地と判断し、本申請を

なされました。 

申請地は、北側の道路高に合わせるように、１５ｃｍ程度盛土を行われま

す。 



18 

 

東側と南側は、高低差が生じないよう、法面処理とされます。 

雨水排水は、敷地勾配をつけ、北側に新設する雨水桝へ放流し、北側道路

側溝へ放流されます。 

隣接地は、田・雑種地・道路であり、農地の所有者からは、隣地同意を得

られております。 

農地区分については、当該農地は農業振興地域の農地であり、農業公共投

資の対象となっていない１０ｈａ未満の小集団の生産性の低い農地で、市街

化が見込まれる第２種農地と判断されます。また、当該農地以外に第３種農

地での事業が困難でありますことから、許可することはやむを得ないものと

判断されます。 

一般基準については、工事見積書、融資証明書の添付があり事業の目的が

確実に果たされると判断されます。 

よって、本議案を許可することについては、農地法第５条第２項に該当し

ないことから許可相当と考えます。 

 

以上３件、添付書類等確認いたしましたが、不備等はないものと考えます

ので、御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

会長 

 

以上で事務局の説明が終りました。 

ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員から現地調査の結果な

らびに補足説明をお願いします。１番の案件につきましては、議席番号４番 

角井廣司委員お願いします。 

 

４番 

 

 

事務局からの説明がありましたとおりであります。４番推進委員と現地確

認を行いました。南側にある田への水の取り入れに関しては、問題ないと確

認しております。よろしくお願いいたします。 

 

会長 

 

２番の案件につきましては、議席番号７番委員お願いします。 

７番 

 

事務局からの説明がありましたとおりであります。問題等はございません。 

会長 

 

３番の案件につきましては、議席番号５番委員お願いします。 

５番 

 

 

 事務局からの説明がありましたとおりであります。現地確認を行いました

が、何の問題もありません。よろしくお願いいたします。 

 

会長 ありがとうございました。これより、質疑に入ります。 
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 ただいまの、事務局及び地区担当委員からの説明について、発言のある方

は、挙手、そして議席番号と氏名を名乗った上で、ご発言いただきますよう、

お願いします。 

 

 （質問・意見なし） 

 

会長 

 

無いようでありますので、質疑を終結します。 

採決に入ります。ただいま議題となっております議第３号「農地法第５条

第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて」番号１番から３

番までの案件を原案のとおり決定することに、賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

 

 （挙手全員） 

 

会長 

 

挙手全員であります。 

よって、議第３号農地法第５条第１項の規定による申請に対し、許可をす

ることについて、番号１番から３番までの案件は原案のとおり 決定いたしま

した。 

 

会長 

 

次に、日程第８議第４号「土地改良事業参加資格者交替の申出につき、承

認を求めることについて」を議題とします。事務局から議案の朗読と説明を

願います。 

 

事務局 

 

 

議第４号土地改良事業参加資格者の交替の申出につき、承認を求めること

について説明させていただきます。 

今月の申出は、１件です。議案書は１６ページです。 

 

この申出は、土地改良事業の参加資格者を交替するため、土地改良法第３

条第２項の規定に基づき農業委員会へ申出されるものです。 

土地改良事業の参加資格者は、貸借地の場合、原則、所有者ではなく耕作

者になります。 

耕作者から所有者へと参加資格者を交替するには、農業委員会に交替を申

し出いただき、委員会の承認が必要となっています。 

なお、平成３１年の土地改良法改正により、所有者から耕作者へと交替す

るには、それまで耕作者から所有者へと交替する場合同様、委員会の承認が

必要であったのですが、委員会に届出をすれば足りるということになってお

ります。 
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それでは、今回の案件について説明させていただきます。新資格者として

申出された方は、現在、現資格者に当該地を使用貸借にて貸し付けられてお

りますが、所有者として水代を負担していくということで話がまとまったた

め、資格交替を行われるものであります。 

 

以上１件、土地改良事業参加資格者の交替の申出がございましたので、御

審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

会長 

 

ありがとうございました。これより、質疑に入ります。 

ただいまの、事務局からの説明について、発言のある方は、挙手、そして

議席番号と氏名を名乗った上で、ご発言いただきますようお願いします。 

 

 （質問・意見なし） 

 

会長 

 

無いようでありますので、質疑を終結します。採決に入ります。 

ただいま議題となっております。議第４号「土地改良事業参加資格者交替

の申出につき、承認を求めることについて」賛成の方は挙手をお願いします。 

 

 (挙手全員) 

 

会長 挙手全員であります。 

よって、議第４号「土地改良事業参加資格者交替の申出につき、承認を求

めることについて」は、原案どおり承認されました。 

 

会長 

 

次に、日程第９議第５号「農用地利用集積等促進計画（案）の決定につき、

意見聴取することについて」を議題と しますが、この案件については、議席

番号３番 杉江善博委員、１０番 田中廣之委員の各農業委員は、法人の代

表者、本人でございますことから、「農業委員会等に関する法律第３１条第１

項」に基づき、議事参与制限により、当該事案の審議開始から終了まで退席

をいただきます。関係事案の終了後には、再入室いただきます。 

では、議席番号３番 杉江善博委員、１０番 田中廣之委員の各委員は退

席を願います。 

 

 （各委員 退席） 

 

会長 

 

それでは、議第５号「農用地利用集積等促進計画（案）の決定につき、意

見聴取することについて」を議題として、農林水産課より議案の朗読と説明
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を願います。 

 

農林水産課 

 

 

それでは、議第５号農用地利用集積等促進計画（案）について、説明させ

ていただきます。 

こちらは、農地中間管理事業の促進に関する法律（平成２５年法律第１０

１号）第１９条３項の規定に基づき、農用地利用集積等促進計画（案）につ

いて、農業委員会の意見を求めるものです。 

１ページ目は今回の農地利用集積等促進計画による面積の集計でございま

す。左上を御覧いただきまして、今回は全体で６１筆、計８４,４９８.２９㎡

の農地に利用集積等促進計画の申請がありました。内訳といたしましては、

田が、５８筆で面積は８２,７３４.２９㎡、畑が、３筆で面積は１,７６４㎡で

す。 

続きまして、右の表に移ってください。設定後の累計数値となります。 全

体の合計筆数は７７９筆、面積は１，２６３,１２０.３４㎡となっております。

内訳といたしましては、田が７５４筆で、１，２４５,９２２.３４㎡、 

畑が２５筆で、１７,１９８㎡です。 

また、右端の表ですが、今回新たに促進計画を提出する予定の筆数を、設

定期間別に集計したものとなります。３年未満が０筆、３年以上６年未満が     

５筆（うち３年が１筆）、６年以上９年未満が０筆、９年以上１２年未満が   

５６筆、計６１筆です。 

農地の詳細につきましては２ページ目以降に掲載しておりますが、詳細な

説明は省略させていただきます。 

以上で令和６年２月２９日公告予定の、農用地利用修正等促進計画の内容

についての説明を終わります。御審議の程、よろしくお願い申し上げます。 

 

会長 

 

以上で農林水産課の説明が終りました。これから質疑に入ります。 

ただいまの農林水産課の説明に対して、発言のある方は、挙手、そして議

席番号と氏名を名乗った上で、ご発言いただきますようお願いします。 

 

 （質問・意見なし） 

 

会長 

 

無いようでありますので、質疑を終結します。 

採決に入ります。ただいま議題となっております議第５号「農用地利用集

積等促進計画（案）の決定につき、意見聴取することについて」を原案のと

おり決定することに、賛成の方は挙手をお願いします。 

 

 (挙手全員) 
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会長 

 

挙手全員であります。 

よって、議第５号「農用地利用集積等促進計画（案）の決定につき、意見

聴取することについて」は、原案のとおり決定いたしました。 

 

会長 

 

審議が終了しましたので議席番号３番 杉江善博委員、１０番 田中廣之

委員の入場を認めます。 

 

 （委員 再入室）  

 

会長 

 

以上で、本日の会議に付議された許可等の各案件は、すべて議了されたも

のと認めます。 

 

  

  

  

  

  

  

 閉会 １５時０５分 
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